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 佐賀県人事委員会告示第２号 

 不利益処分についての審査請求に関する手続規程（昭和38年佐賀県人事委員会告示第４号）の一部を次のように改正する。 

  令和２年２月28日 

                                    佐賀県人事委員会委員長  中  野  哲 太 郎    

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第１号 様式第１号 

  略   略 

 略 
 

 略 

（注） １・２ 略 （注） １・２ 略 

３ 代理人によって審査請求をする場合は、審査請求人

名を記入し、併せて代理人が署名し、又は記名押印す

ること。また、代理人選任届（様式第３号）及び委任

状を正本に添付すること。 

３ 代理人によって審査請求をする場合は、審査請求人

氏名を記入し、併せて代理人が署名し、又は記名押印

すること。また、代理人選任届（様式第３号）を正本

に添付すること。 

    ４・５ 略     ４・５ 略 

様式第２号 様式第２号 

 略 
 

 略 

（注） １ 略 （注） １ 略 

    ２ 代理人によって届出をする場合は、審査請求人代理

人として代理人が署名し、又は記名押印すること。 

    ２ 代理人によって届出をする場合は、審査請求人氏名

を記入し、併せて代理人が署名し、又は記名押印する

こと。 

様式第３号 様式第３号 

 略 
 

 略 

（注） １ 代理権の範囲を明確に記載した委任状を添付するこ

と。 

 （注） 

     ２～４ 略      １～３ 略 

様式第４号 様式第４号 
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改正前 改正後 

 略 
 

 略 

 （注） １ 略  （注） １ 略 

２ 代理人によって申請をする場合は、審査請求人代理

人として代理人が署名し、又は記名押印すること。 

２ 代理人によって申請をする場合は、審査請求人氏名

を記入し、併せて代理人が署名し、又は記名押印する

こと。 

様式第５号 様式第５号 

 略 
 

 略 

（注） １ 略 （注） １ 略 

２ 審査請求を取り下げる権限を委任する場合には、代

表者の権限を明確に記載した委任状を添付すること。 

審査請求を取り下げる権限を委任しない場合には、

（審査請求を取り下げる権限を含む｡）の文言を抹消す

ること。 

２ 審査請求を取り下げる権限を委任しない場合には、

（審査請求を取り下げる権限を含む｡）の文言を抹消す

ること。 

     ３ 略      ３ 略 

様式第６号 様式第６号 

 略 
 

 略 

 （注） １ 略  （注） １ 略 

２ 代理人によって答弁（反論）する場合は、処分者（審

査請求人）代理人として代理人が署名し、又は記名押

印すること。 

２ 代理人によって答弁（反論）する場合は、処分者（審

査請求人）氏名を記入し、併せて代理人が署名し、又

は記名押印すること。 

     ３・４ 略      ３・４ 略 

様式第７号 様式第７号 

 略 
 

 略 

 （注） １・２ 略  （注） １・２ 略 

３ 代理人によって申請する場合は、審査請求人（処分 ３ 代理人によって申請する場合は、審査請求人（処分
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改正前 改正後 

者）代理人として代理人が署名し、又は記名押印する

こと。 

者）氏名を記入し、併せて代理人が署名し、又は記名

押印すること。 

様式第10号 様式第10号 

  略   略 

 （注） １・２ 略  （注） １・２ 略 

３ 代理人を選任しようとするときは、選任届（様式

第３号）及び委任状を提出すること。 

３ 代理人を選任しようとするときは、選任届（様式

第３号）を提出すること。 

様式第11号 様式第11号 

 略 
 

 略 

 （注） １ 略  （注） １ 略 

２ 審査請求を取り下げる権限の委任を受けている代理人

（代表者）によって取り下げる場合は、審査請求人代理人

（代表者）として代理人（代表者）が署名し、又は記名押

印すること。 

２ 審査請求を取り下げる権限の委任を受けている代理人

によって取り下げる場合は、審査請求人氏名を記入し、併

せて代理人が署名し、又は記名押印すること。 

様式第12号 様式第12号 

  略   略 

 略 
 

 略 

 （注） １・２ 略  （注） １・２ 略 

３ 代理人によって再審請求をする場合は、再審請求人

名を記入し、併せて代理人が署名し、又は記名押印す

ること。また、代理人選任届（様式第３号）及び委任

状を添付すること。 

３ 代理人によって再審請求をする場合は、再審請求人

氏名を記入し、併せて代理人が署名し、又は記名押印

すること。また、代理人選任届（様式第３号）を添付

すること。 

     ４ 略      ４ 略 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ この告示の施行の日前に、この告示による改正前の不利益処分についての審査請求に関する手続規程（以下単に「規程」という｡）の様式

により提出された書類は、この告示による改正後の規程の様式により提出されたものとみなす。 


